「都知事選・自治体選挙を闘う意義と自由にできる政治活動学習会」

の開催について
　連日の春闘の取り組みなど、ご奮闘大変ご苦労様です。

2011年国民春闘は、大幅な賃金引上げによる景気回復や働くルールの確立を実現するとともに、アメリカのいいなりに沿ったＴＰＰ参加を許さない取り組みと改憲策動を許さず、平和と民主主義を守り、国民生活を擁護、すべての労働者の諸要求実現をめざす闘いが求められています。

同時に2011年春闘の重点課題として革新・民主自治体建設、とりわけ東京都知事選挙での勝利をめざしています。当初、２月９日開催予定の政治啓発学習会を下記の日程に変更して開催致します。　すべて組合員の思想・信条と政党支持・政治活動の自由を保障しつつ、積極的な政治啓発活動を展開し、そして当局や権力からの不当な弾圧をはね返して旺盛に自由に政治活動を展開するために、単組が下記のとおり学習会に参加して頂くようお願いします。

記
１．日時　　２０１１年３月15日（火）　１８：３０～
２．場所　　東京自治労連ＡＢ会議室
３．内容　　１）講演
テーマ：都知事選挙を闘う意義と不当な攻撃を許さない知識を身につけよう

講師：久保木　亮介　弁護士（代々木総合法律事務所）

テーマ：自治体労働者が選挙中も旺盛、自由に組合活動を展開するために

講師：小部　正治　弁護士（東京法律事務所）

２）質疑応答

　　「選挙期間中でも行える労働組合の政治啓発活動　　例えば、こんな事」

４．参加要請　　　※質問の時間を取りますので、積極的に質問などを用意してください。

以上
